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2026（令和 8）事業年度 予算（変更） 

 

予  算  総  則 

 

（収入支出予算） 

第 1 条 原子力発電環境整備機構（以下「機構」という。）の 2026（令和 8）事業年

度収入支出予算は、別紙「収入支出予算（変更）」に掲げるとおりとする。 

 

（債務を負担する行為） 

第 2条 機構が、「原子力発電環境整備機構の財務及び会計に関する省令」（平成 12

年通商産業省令第 153 号。以下「省令」という。）第 7 条の規定により 2026（令和

8）事業年度において債務を負担する行為ができる事項ごとの限度額、その行為に

基づいて支出すべき年限及びこれを必要とする理由は、次のとおりとする。 

第一種最終処分業務勘定 

（事項）技術開発に必要な経費 

機構は、地層処分事業の技術開発について、円滑かつ計画的に遂行するため、

2026（令和 8）事業年度及び 2027（令和 9）事業年度の 2 か年において負担と

なる契約を 535百万円を限度として、2026（令和 8）事業年度から 2028（令和

10）事業年度の 3か年において負担となる契約を 82百万円を限度として、2026

（令和 8）事業年度から 2029（令和 11）事業年度の 4か年において負担となる

契約を 129 百万円を限度として、2026（令和 8）事業年度において結ぶことが

できる。 

  （事項）概要調査地区の選定に係る調査に必要な経費 

    機構は、地層処分事業の概要調査地区選定調査について、円滑かつ計画的に

遂行するため、2026（令和 8）事業年度及び 2027（令和 9）事業年度の 2 か年

において負担となる契約を 111 百万円を限度として、2026（令和 8）事業年度

において結ぶことができる。 

  （事項）広報活動に必要な経費 

    機構は、地層処分に関する広報活動について、円滑かつ計画的に遂行するた

め、2026（令和 8）事業年度から 2030（令和 12）事業年度の 5か年において負

担となる契約を 205 百万円を限度として、2026（令和 8）事業年度において結

ぶことができる。 
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第二種最終処分業務勘定 

（事項）技術開発に必要な経費 

機構は、地層処分事業の技術開発について、円滑かつ計画的に遂行するため、

2026（令和 8）事業年度及び 2027（令和 9）事業年度の 2 か年において負担と

なる契約を 144百万円を限度として、2026（令和 8）事業年度から 2028（令和

10）事業年度の 3か年において負担となる契約を 22百万円を限度として、2026

（令和 8）事業年度から 2029（令和 11）事業年度の 4か年において負担となる

契約を 35百万円を限度として、2026（令和 8）事業年度において結ぶことがで

きる。 

  （事項）概要調査地区の選定に係る調査に必要な経費 

    機構は、地層処分事業の概要調査地区選定調査について、円滑かつ計画的に

遂行するため、2026（令和 8）事業年度及び 2027（令和 9）事業年度の 2 か年

において負担となる契約を 30百万円を限度として、2026（令和 8）事業年度に

おいて結ぶことができる。 

  （事項）広報活動に必要な経費 

    機構は、地層処分に関する広報活動について、円滑かつ計画的に遂行するた

め、2026（令和 8）事業年度から 2030（令和 12）事業年度の 5か年において負

担となる契約を 56百万円を限度として、2026（令和 8）事業年度において結ぶ

ことができる。 

  

（流用等の制限） 

第 3条 次に掲げる経費は、省令第 8条第 2項に規定する予算総則で指定する経費と

し、機構は、第一種最終処分業務勘定内又は第二種最終処分業務勘定内において、

当該経費の金額と他の経費との間に相互に流用する場合又は当該経費の金額に予備

費を使用する場合は、経済産業大臣の承認を受けなければならない。ただし、当該

勘定内における事業管理費の役職員給与と一般管理費の役職員給与との間の流用

は除く｡ 

第一種最終処分業務勘定 

 （項）事業管理費 

  （目）役職員給与 

（項）一般管理費 

  （目）役職員給与 

第二種最終処分業務勘定 

 （項）事業管理費 

  （目）役職員給与 

（項）一般管理費 

  （目）役職員給与 
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（繰越しの制限） 

第 4条 次に掲げる経費は、省令第 9条第 1項ただし書に規定する予算総則で指定す

る経費とし、機構は、その経費の金額を翌事業年度に繰り越して使用する場合は、

あらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。 

第一種最終処分業務勘定 

 （項）事業管理費 

  （目）役職員給与 

（項）一般管理費 

  （目）役職員給与 

第二種最終処分業務勘定 

 （項）事業管理費 

  （目）役職員給与 

（項）一般管理費 

  （目）役職員給与 

 

（長期借入金及び短期借入金の借入限度額） 

第 5条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第 67条の規定により、機構が 2026

（令和 8）事業年度において借り入れることができる長期借入金及び短期借入金の

借入限度額は、借入れを予定していないため設定していない。 

 

（収入支出予算の弾力条項） 

第 6条 機構は、受託収入などの増加により受け入れる収入金額が予算額に比して増

加するときは、その増加する金額を限度として当該業務に必要な経費の支出に充て

ることができる。 

２ 機構は、業務の増加などにより支出金額が予算額を超えるときは、すみやかに予

算変更の手続きを行う。 

 

（給与等の制限） 

第 7条 機構は、支出予算の範囲内であっても役職員の定員及び給与をこの予算にお

いて予定した定員及び給与の基準を超えてみだりに増加し又は支給してはならな

い。 
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2026（令和 8）事業年度 収入支出予算（変更） 

 
 

（注１） 収入予算については、「発電用原子炉の運転計画」等をもとに算出している。  

（注２） 計数については、円単位での計算後、百万円未満を切り捨てて表示しているため、表上の合計額とは必ずしも一致しない。 

（注３） ＜－＞の表記は、計算上ゼロあるいは該当数字なしを示し、＜０＞の表記は、単位未満を切り捨てた場合のゼロを示す。  

  

(単位：百万円).

科　　　　　目 合　計
第一種最終処分

業務勘定

第二種最終処分

業務勘定 科　　　　　目 合　計
第一種最終処分

業務勘定

第二種最終処分

業務勘定

積立金預け金 90,734 81,885 8,848 拠出金収入 90,734 81,885 8,848

技術開発費 2,784 2,202 582 積立金取戻 11,639 9,181 2,457

概要調査地区選定調査費 207 163 43 その他収入 － － －

利息収入 － － －

広報活動費 3,102 2,445 657 雑収入 － － －

事業管理費 3,335 2,629 706

役職員給与 1,696 1,337 359

管理諸費 1,639 1,291 347

一般管理費 1,870 1,474 396

役職員給与 1,092 861 231

管理諸費 778 613 164

予備費 339 267 71

合          計 102,374 91,067 11,306 合          計 102,374 91,067 11,306

支　　　　　出 収　　　　　入

別紙 




